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１．事業の目的・補助対象事業者について 

（１）事業の目的・公募要領の位置付け 

 富岡町創業・事業展開支援事業補助金（以下「補助金」という。）は、富岡町創業・

事業展開支援事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に基づき、地域経済の

発展と産業の復興を図るため、町内創業者並びに町内で事業展開を図る事業者に対し、

店舗等の開業に要する経費の一部を支援します。 

 本公募要領は、交付要綱第22条第１項に基づき規定しております。 

 

（２）補助対象者 

 当補助金の対象者は、次の①及び②の要件を全て満たす者です。 

①次のいずれかを満たし、町が指定する業種であること。 

 ＜創業の場合＞ 

  公募開始時点で町内に主たる店舗・事業所※１をもたない者で補助事業完了日まで

に開業届の提出又は会社（会社法上の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社）、

企業組合、協業組合、収益事業を継続して行う一般社団法人又は社会福祉法人の設

立を行い、その代表となる者を指します。この場合の応募主体となる申請者は、個

人となります。 

 ※１ この要領で規定する主たる店舗・事業所とは、看板等で広く誘客をし、客の

出入りがあるものとします。 

 

 ＜事業展開の場合＞ 

  町内において事業展開※１を行う中小事業者※２及び社会福祉法人※３並びに収益事

業を継続して行う一般社団法人※４ 

 

※１ 「事業展開」とは、新たに店舗等を追加する場合など、新規性が認められる    

場合とします。既存店舗における単なる製造ラインの増設や、店舗の敷地拡    

大など新規性が認められない場合は、事業展開には該当しません。 

 ※２ 「中小事業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項若しくは第５項又は中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）    

第２条第１項若しくは第３項に規定する中小企業者又は小規模企業者を指しま

す。 

※３ 「社会福祉法人」とは、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に

規定されている社会福祉法人を指します。 

 ※４ 「収益事業を継続して行う一般社団法人」とは法人税法（昭和４０年法律第

３４号）第２条第１３号に規定する収益事業を継続して行う一般社団法人をい

います。 
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＜指定対象業種＞ 

大分類 中分類 

 E.製造業  全業種 

 H.運輸業、郵便業  
 ４３道路旅客運送業、４４道路貨物運送業、 

 ４８運輸に附帯するサービス業  

 I.卸売業、小売業   全業種  

 K.不動産業、物品賃貸業   ６９不動産賃貸業・管理業、７０物品賃貸業  

 L.学術研究、専門・技術サービス業  
 ７２専門サービス業（他に分類されないもの）、７４技

術サービス業（他に分類されないもの） 

 M.宿泊業、飲食サービス業  ７６飲食店、７７持ち帰り・配達飲食サービス業   

 N.生活関連サービス業、娯楽業  
 ７８洗濯・理容・美容・浴場業、７９その他の生活関連 

サービス業 、８０娯楽業 

 O.教育、学習支援業   ８２その他の教育、学習支援業  

P.医療、福祉   ８３医療業 、８５社会保険・社会福祉・介護事業 

Ｒ.サービス業（他に分類されない

もの） 
 ８９自動車整備業 

その他町長が認めるもの  

 

②次のいずれかに該当する事業者は、申請することができません。 

 特定の風俗営業事業者 

  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２ 

号）第２条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者。 

  ただし、上記に該当する場合であっても、次の場合は、補助金申請を認めます。 

 

 第１項第１号 料理店（一部） 

 第１項第５号 ゲームセンター 

 ※風俗営業許可を受けている事業者が補助金の交付申請をする場合は、内容を確認

するため、風俗営業許可証の写しを提出してください。 

 

【留意点】 

 ・深夜営業を行う居酒屋等の届出は、当該確認の対象ではありません。 

 ・「料理店」に該当するかは、店名（屋号）ではなく、接客状況など公安委員会が判

断します。 
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 暴力団又は暴力団員等 

  富岡町暴力団排除条例（平成26年条例第2号）第２条第１項第１号に規定する

暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない

者が、経営運営に関係している民間団体等を指します。 

 

 町税等に滞納がある者 

町税等に滞納がある場合、補助金の交付申請はできません。滞納の有無は、交付 

申請後に滞納があることを確認できた場合、交付要綱第７条第４項により、町税の

支払いを交付申請受付の条件として付すことがあります。 

 

 大企業 

  大企業は対象外となります。また、次のいずれかに該当する事業者は、大企業と

みなします。 

 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の１／２以上を同一の大企業が所有してい

る中小企業 

 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の２／３以上を大企業が有している中小企

業 

 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の１／２以上を占めている中

小企業 

 

 複数年度の申請 

「富岡町創業・事業展開支援補助金」の交付を受けた補助事業者は、その補助事

業の定着及び効果発現を図るため、当該交付決定を受けた日の属する会計年度の翌

年度から起算して5年間は、新たな創業・事業展開支援補助金の交付申請を行うこ

とができません。 
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２．補助対象事業について 

 当補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる要件を全て

満たす事業であることが必要です。  

 

・富岡町内において事業（店舗・事務所等の開店・開業）を行う場合であって、働く

場・買い物をする場など、まち機能の早期回復に資する事業であること。  

 

・町が定めた復興計画、長期計画及びこれらに類する計画に沿った事業であること。  

 

・交付の申請をするに当たって作成した事業計画について、その妥当性及び実効性に

ついて、様式第２号により認定経営革新等支援機関の事前確認を受けたものである

こと。 

 

３．補助率及び補助金交付限度額 

 補   助   率     補助対象経費の4分の3以内 

              ※1,000円未満は切捨 

 補助金交付限度額     500万円以内  
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４．補助金交付限度額の特例について 

町内において補助事業を実施する場所が次のいずれかに該当する場合は、補助金交

付限度額が650万円以内となります。 

 

なお、申請書を提出する前に、必ず実施場所が該当するかを町に確認するようお願

いします。 

 

（１） 旧特定復興再生拠点区域又は特定帰還居住区域において実施する補助事業 

 

（２） 旧特定復興再生拠点区域を除く商業地域又は近隣商業地域において、建築基

準法（昭和25年法律第201号）に基づく店舗用途に供する施設を整備し、実

施する補助事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定帰還居住区域 

旧特定復興再生拠点区域等 
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５．補助対象経費 

 補助事業を行うに当っては、他の事業と区分して経理してください。 

 

（１）補助対象経費の考え方 

 補助対象経費は、次の①から③までの要件を全て満たすものを対象とします。 

 ①使用目的が当補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

 ②交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費 

 ③証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 

 

（２）補助対象経費 

事業区分 内容 

施設整備費 ・店舗、事務所に要する施設の購入、賃借料、共益費 

・施設整備に伴う土地購入費、土地整備費、撤去費、処分費、 

 土地賃借費 

・修繕費 

※施設等借入費については、交付決定日より前の契約であっ 

  ても、交付決定日以降に支払った補助事業期間内分の費用 

  は対象となります。 

設備費 ・事業に要する設備の購入、賃借料 

・設備の撤去費、処分費 

 ※電気配線工事、水道配管工事、ガス配管工事、 

  換気扇設置工事、電話･インターネット回線開通工事、 

  内装工事、外装工事、看板設置工事等は補助対象とし 

  ます。（最低限の駐車場整備に伴う舗装や白線工事は補助 

対象。植栽等は補助対象外） 

 ※施設等の修繕については、原則として事業者名義の施設等 

  に限ります。 

広報費 ・広報に要する費用 

 （店舗・事業所の開業等を周知するものに限る。） 
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（３）補助対象外経費 

事業区分 対象外としている経費 

共通 ・補助金交付決定よりも前に発注、購入、契約、又は事業期間終了後に納

品、検収等を実施したもの 

・公租公課（消費税及び地方消費税額等） 

・各種行政手続き費用（建築確認申請費、リサイクル料金、各種登録手続

や申請代行費用）及び収入印紙（収入証紙） 

・各種保険料や保守費用 

・保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代及びインターネット利用

料金等の通信費 

・商品券等の金券 

・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

・振込手数料 

・借入金などの支払利息及び遅延損害金 

・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

・自社で施工する場合の経費 

・設計費用 

・事業に関連性がないもの 

・他の団体等から補助を受けているもの 

土地・建物 

賃借料 

（例示） 

・土地購入費のみの申請 

・建物建築等の施設整備に付随しない土地購入費や土地整備費等の土地関

係の経費 

・事業用途外の施設（住居など） 

・本人又は３親等以内の親族が所有する不動産等にかかる借入費・購入費 

・賃借目的の施設（アパート、マンション、テナント） 

・車庫・自宅用の駐車場の整備 

・施設整備に係る設計費用 

・賃借している施設・設備を修繕等する場合において、貸主責任で修繕・

改装等すべき箇所に係る費用 

設備費 

（例示） 

・事業用途以外の設備  

・事業用途以外他の目的に使用され得る乗用車等 

・販売目的の機械設備及び賃貸目的の設備 

・売電を目的とする施設（太陽光パネル等） 

・中古市場においてその価格の適正性が明確でない中古品の購入費 

・汎用性の高い備品（家庭用電化製品、食器、調理器具） 
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（４）留意点 

 ①店舗兼住宅等、事業目的のみに区分できない場合 

 ・補助金の交付申請をしようとしている施設が、店舗兼住宅等、事業用以外の用途

にも使用される場合、面積按分等により事業目的部分を特定した上で補助対象経

費を決定します。 

 ・「店舗」と「住宅」が別棟になっている場合を除き、建物の用途は「店舗兼住宅」

等併用であることがわかるよう申請書に記載し、また、図面や見積書は事業目的

以外を含む全てを記載し、その上で事業目的箇所を特定して提出してください。 

  

②看板等の設置の義務化 

 ・補助事業者は、補助事業の用に供する場所に、屋号または法人名を記載された看  

板を設置し、掲示しなければなりません 

 

 ③消費税の取扱い 

・補助対象経費の算定段階において、消費税及び地方消費税額は除外して算定して

ください。 

 

④事前着手について 

 ・交付決定前の事前着手は原則として認めません。ただし、交付決定前に発注・契

約等を行わないことにより、創業・事業展開の機会を失うような、多大な損失が

発生する等、やむを得ない客観的な根拠がある場合は、公募期間内に限り、事前

着手を認めます。事前着手を行う場合は実施前までに必ず事前着手承認申請書を

提出してください。 

  なお、事前着手が承認されたとしても、当該補助金の採択を約束するものでない

こと、採択後は交付決定まで内容変更できないことにご注意ください。 
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６．審査について 

 提出される書類について、審査会において審査を行い採択の可否を決定します。提

出書類をもって審査が行われますので、不備のないように十分注意してください。  

審査は、資格要件及び事業内容を踏まえ、主に下表の着眼点により行い、外部専門

家である審査委員が、交付申請書（様式第１号）及び事業計画書（様式第２号）を基

に行います。 

また、既に交付を受けた補助事業者が新たに事業展開をする場合は、当該補助事業

の関連性を踏まえ、申請する事業について、事業全体としての継続性及び発展性を総

合的に審査します。 

 

 申請書類を基に次の審査項目により総合的に判断いたします。 

資格審査 補助要件への適合 
・税等の滞納状況 

・暴力団排除要件への適合 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

事業内容の新規性 
・既存事業と比較した新規性 

（事業展開の場合） 

事業目的の適合性 

・事業の実施場所 

・生活環境への貢献 

・市町村復興計画との整合性 

・働く場の創出 

事業の実現可能性 

・資金計画の妥当性 

・補助対象の必要性 

・事業の実現性（市場調査） 

・事業の具体性 

（スケジュール・準備等） 

事業の継続 

・事業の妥当性・継続性 

・既交付事業との相乗効果を含め、売 

上計画の妥当性 

＜審査の特例＞ 

 町が指定する次の補助金について、当該補助事業に関連する採択又は交付決定を受

けている場合は、資格審査のみとし、本審査を省略することができます。 

この場合は、各補助金の採択通知書又は交付決定通知書の写しを添付してください。 

・自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金 

・福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金 

・福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金 

・福島県１２市町村起業支援金 

・地域課題解決型起業支援事業補助金 
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＜審査結果の通知＞  

採択案件の決定後、申請者全員に対して、結果を文書にて通知します。  

 

７．事業実施期間について 

当該補助金の事業の実施期間は、交付決定後から令和9年３月３１日（水）までに

事業を完了しなければなりません。また、交付決定された事業は、避け難い事故（例：

暴風、洪水、その他の異常な天然現象等）による場合を除き、翌年度への事業の繰越

は認められません。 

 

 ※事業の完了とは、交付申請したもの全てが完了し（支払等も含む。）、実績報告

書を町に提出することをいいます。 

 

８．申請手続きについて 

（１）受付期間 

  第１回公募 令和８年６月５日（金）から令和８年７月15日（水）まで 

 

  第２回公募 令和８年９月３０日（水）まで 

※締切日の１７：００必着 

 

（２）交付決定までのスケジュール 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 １１月 １２月 １月 ２月 3月 

第１回公募   公募期間 
審査・ 

交付決定 
実施期間 

第２回公募  公募期間 
審査・ 

交付決定 
実施期間 

 

（３）提出方法 

 申請書類一式（１部）を地域創生課商工労働係に提出又は郵送してください。 

 

※申請書類受領後、内容について問い合わせさせていただくことがあります。必ず、

全ての申請書類をお手元に保管いただき、町からの問い合せに対応できるように

してください。 
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（４）提出書類について 

   当該補助金申請時 

 提出書類  注意事項等 

１ 補助金交付申請書(様式第1号) 必須  

２ 事業計画書（様式第2号） 必須  

３ 住民票の写し 該当する場合 個人事業主の場合 

４ 登記事項証明書の写し 該当する場合 法人の場合 

５ 暴力団排除に関する誓約書（様式第３号） 必須  

６ 役員一覧（様式第4号） 必須 
個人事業主の場合

も提出 

７ 納税証明書の写し 必須 

個人事業主は市区

町村税 

法人は本社が存す

る市区町村税及び

都道府県税 

8 在留カードの写し 該当する場合 外国籍の方のみ 

9 会社案内 該当する場合 提出可能な場合 

10 確定申告書の写し 該当する場合 個人事業主の方 

11 
決算書又は税務申告書の写し 

※法人が既に設立されている場合 
該当する場合 直近２期分 

12 

施設等購入・借入・整備、設備の導入・更新・

修理等に要する費用が確認できる仕様書、見積

書等の写し 

必須 

補助対象外の経費

と一括契約の場合

は、区分（按分）の

計算根拠も添 

付すること 

13 
事業内容が分かる図面、図表、写真、カタ

ログの写し 

必須  

14 

その他町長が必要と認める書類 該当する場合 （例）融資等別途資

金調達する場合、確

実に調達できるこ

とが分かる書類 
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（５）提出先、お問い合わせ先  

  提出先  

    富岡町役場 地域創生課 商工労働係 

    ＜郵送の場合＞ 

    〒９７９－１１９２ 

    双葉郡富岡町大字本岡字王塚６２２－１ 

  お問い合わせ先 

     富岡町役場 地域創生課 商工労働係 

       電話番号：０２４０－２２－２１１１ 
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９．補助事業者の義務 

  補助事業者は、交付決定後、次に掲げる条件を遵守しなければなりません。 

 

  ・交付決定後、軽微な変更を除き、本事業の経費の配分又は内容（工事内容や備

品の種類等）を変更しようとする場合、補助金計画（変更・中止・廃止）承認

申請書（様式第８号）を提出し、事前（購入又は契約前までに）に町の承認を

得なければなりません。町の承認なく変更した場合、補助対象経費から除外し

ます。なお、軽微な変更の内容については町が判断します。何らかの変更が生

じる場合には、必ず事前に町にお問い合わせください。 

 

  ・本事業を中止、廃止しようとする場合には、補助金計画(変更・中止・廃止)承

認申請書（様式第８号）を提出し、事前に町の承認を得なければなりません。

既に補助金を交付している場合、補助金の全部又は一部について返還をしてい

ただきます。 

 

  ・補助金に係る経理の収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これら

の書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間

保存しなければなりません。また、町の要求があったときは、いつでも閲覧で

きるようにしてください。 

 

  ・補助事業者は、交付要綱第１６条第１項に規定する期間内で、補助事業により

取得し、又は効用が増加した財産を町の承認を受けないで、補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にすることを禁じま

す。 

 

  ・当該補助金申請書の提出に当たっては、消費税及び地方消費税等仕入控除税額

を減額して記載しなければなりません。 
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・補助事業者は、補助対象設備等の適正な維持管理を図るため、交付決定の日か

ら３年ごとに状況報告書（様式第1４号）を提出するものとし、状況報告書の提

出は計３回実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に示すもののほか、交付要綱に従わなければなりません。 

１０．その他留意事項 

  ・今回の申請により提出された補助金申請額（補助率含む。）が、必ずしも交付

決定額となるものではありません。 

 

  ・補助事業の内容によっては、申請時に追加で資料を求めることがあります。 

 

  ・補助金の支払いは、原則、補助事業完了後、補助事業実績報告書の提出を受け、

補助金確定後に精算払いとなります。  

 

  ・補助事業者は、事業所等の操業・営業開始後10年以内に操業・営業を休止、又

は廃止したときは、町長に報告しなければなりません。また、補助事業者は、

補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。  

 

  ・社会通念上、補助事業者の役員や関係者が保有する土地・建物を補助事業によ

り取得することは認められません。  

 

  ・交付決定後であっても、様式第３号「暴力団排除に関する誓約事項」に反した

場合、交付決定の取消等の措置をとります。 


